
山梨県公安委員会規程第３号

山梨県公安委員会事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和４年４月２７日

山梨県公安委員会

委員長 武 田 信 彦

山梨県公安委員会事務専決規程の一部を改正する規程

山梨県公安委員会事務専決規程（昭和４３年山梨県公安委員会規程第２号）の一部を

次のように改正する。

「 「
第９１ 運転免許の ○
条 限定及び条

件の付与

法第１０１ ○
条又は第１
０１条の２
の規定によ
る適性検査

別表第６中 結果に基づ を
き、運転免
許の条件の
変更、解除
（ただし、
「眼鏡等」
の条件で判
定容易なも
のに限る。
）

」

第９１ 運転免許の ○
条 限定及び条

件の付与

法第１０１ ○
条又は第１
０１条の２ 「
の規定によ 第９７ 認
る適性検査 条の２ 査
結果に基づ 、第１ 務
き、運転免 に、 ０１条
許の条件の の４、
変更、解除 第１０
（ただし、 １条の
「眼鏡等」 ７
の条件で判
定容易なも
のに限る。



）

第９１ 運転免許の ○
条の２ 条件の付与

」

「
知機能検 ○ 第９７ 認知機能検
査の実施 条の２ 査の実施事
事務及び 、第１ 務及び通知
通知 を ０１条 、運転技能

の４、 検査の実施
第１０ 事務及び通
１条の 知
７

」

○

「
第１０ 聴聞の通知 ○

に、 ４条の 及び公示
２

」

「
第１０ 聴聞の通知 ○
４条の 及び公示
２

第１０ 特例取得免 ○
４条の 許の取消し
２の４ 、処分移送

通知書の送
を 付、意見の

聴取の通知
」 及び公示並

びに他の公
安委員会へ
の処分通知

「
第１０ 安全運転管 ○
８条の 理者等講習
２ の実施事務

、取消処分
者講習の実
施事務、停
止処分者講
習の実施事
務、指定自



動車教習所
職員講習の
実施事務、
高齢者講習
終了証明書 を

に、 の交付、違
反者講習の
実施事務、
特定任意講
習終了証明
書の交付、
特定任意高
齢者講習終

」 了証明書の
交付、チャ
レンジ講習
受講結果確
認書の交付

」

「
第１０ 安全運転管 ○
８条の 理者等講習
２ の実施事務

、取消処分
者講習の実
施事務、停
止処分者講
習の実施事
務、指定自
動車教習所
職員講習の 「
実施事務、 第１０
高齢者講習 に、 ８条の
終了証明書 ３の２
の交付、違
反者講習の
実施事務、
特定任意講
習終了証明
書の交付、
特定任意高
齢者講習終
了証明書の
交付

」
「

第１０ 違反者講習
８条の の通知

違反者講習 ○ ３の２
の通知 を

第１０ 若年運転者
」 ８条の 講習の通知



３の３

「
○ 「 第３２

第３２ 条の２ 「
条の４ 、第３

に、 、第３ を ２条の
○ ２条の ３の２ に、

５ 、第３
」 ２条の

」 ５
」

「 「
第１８ 第１８ 第２６ 認知機能検 ○
条の２ を 条の２ に、 条の３ 査の実施事
の２ の３ 務

」 」

「
第２６ 認知機能検 ○
条の３ 査の実施事

を 務

」 第２６ 運転技能検 ○
条の５ 査の実施事

務
」

「
第３８ 運転
条の４ 得者
の４ 認定

書の
び名
公示

「 等の
「 第３８ 初心運転者 届出

第３８ 初心運転者 条、第 講習及び若 及び
条、第 講習の通知 ３８条 年運転者講 項の
３８条 及び指定自 の４、 習の通知及 運転
の４ 動車教習所 第３８ び指定自動 得者

の指導員等 条の４ 車教習所の 導員
に、 の法定講習 を の２の 指導員等の に、 等の

通知及び指 ２ 法定講習通 届出
定自動車教 知及び指定 、運
習所職員講 自動車教習 取得
習終了証明 所職員講習 を行
書の交付 終了証明書 対す

」 の交付 又は
」 び必

告又
の提
並び



車安
セン
対す
要求

「 「
免許取 第３８ 運転免許取 運転免 第５条 運転免許取
教育の 条の４ 得者等教育 許取得 、第６ 得者教育の
の申請 の６ の認定の申 者教育 条、第 認定の申請
受理及 請書の受理 の認定 ７条 書の受理及
称等の 及び名称等 に関す び名称等の
、名称 の公示、名 る規則 公示、名称
変更の 称等の変更 （国家 等の変更の
の受理 の届出の受 公安委 届出の受理
変更事 理及び変更 員会規 及び変更事
公示、 事項の公示 則第４ 項の公示、
免許取 、運転免許 号） 運転免許取
教育指 取得者教育 得者教育指
の名簿 指導員の名 導員の名簿
変更の を 簿等の変更 に、 等の変更の を
の受理 の届出の受 届出の受理
転免許 理、運転免 、運転免許
者教育 許取得者教 取得者教育
う者に 育を行う者 を行う者に
る指導 に対する指 対する指導
助言及 導又は助言 又は助言及
要な報 及び必要な び必要な報
は資料 報告又は資 告又は資料
出要求 料の提出要 の提出要求
に自動 求並びに自 並びに自動
全運転 動車安全運 車安全運転
ターに 転センター センターに
る配慮 に対する配 対する配慮

慮要求 要求
」 」 」

「
運転免 第５条 運転免許取
許取得 、第６ 得者等教育
者等教 条、第 の認定の申
育の認 ７条 請書の受理
定に関 及び名称等
する規 の公示、名
則（国 称等の変更
家公安 の届出の受
委員会 理及び変更
規則第 事項の公示
４号） 、運転免許

取得者等教 「
育指導員の 第６条 駐車禁止除 ○
名簿等の変 に、 外指定及び
更の届出の 標章の交付



受理、運転
免許取得者
等教育を行
う者に対す
る指導又は
助言及び必
要な報告又
は資料の提
出要求並び
に自動車安
全運転セン
ターに対す
る配慮要求

」
「

第６条 駐車禁止除 ○
外指定及び
標章の交付

第１５ 初心運転者 ○
を 条の２ 講習の実施

事務及び通
」 知

第１５ 若年運転者 ○
条の２ 講習の実施
の２ 事務及び通

知

「
第１７ 初心運転者 「
条 講習の通知 第１７ 指定自動車

及び指定自 条 教習所の指
動車教習所 導員等の法
の指導員等 定講習通知

に、 の法定講習 を 及び指定自 に改める。
通知及び指 動車教習所
定自動車教 職員講習終
習所職員講 了証明書の
習終了証明 交付
書の交付 」

」
」

附 則

この規程は、令和４年５月１３日から施行する。



第４号様式
山梨県公安委員会事務専決規程新旧対照表

新 旧

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係）

交通関係 交通関係

専決処理区分 専 決 処 理 区 分

警察本部 警察署 警 察 本 部 警 察 署
根拠法令 条項 事務内容 根拠法令 条項 事務内容

副署長 刑事官 副署長 刑事官
本部長 部 長 課 長 署 長 課 長 本部長 部 長 課 長 署 長 課長

次 長 地交官 次 長 地交官

略 略

道路交通 略 道路交通 略

法（昭和 法（昭和

３５年法 第９１条 運転免許の限 ○ ３５年法 第９１条 運転免許の限 ○
律第１０ 定及び条件の 律第１０ 定及び条件の

５号） 付与 ５号） 付与

法第１０１条 ○ 法第１０１条 ○
又は第１０１ 又は第１０１

条の２の規定 条の２の規定

による適性検 による適性検

査結果に基づ 査結果に基づ

き、運転免許 き、運転免許

の条件の変更 の条件の変更

、解除（ただ 、解除（ただ

し、「眼鏡等 し、「眼鏡等

」の条件で判 」の条件で判

定容易なもの 定容易なもの

に限る。） に限る。）

第９１条 運転免許の条 ○
の２ 件の付与

略 略

第９７条 認知機能検査 略 第９７条 認知機能検査 略

の２、第 の実施事務及 の２、第 の実施事務及

１０１条 び通知、運転 １０１条 び通知

の４、第 技能検査の実 の４、第

１０１条 施事務及び通 １０１条

の７ 知 の７

略 略

第１０４ 聴聞の通知及 ○ 第１０４ 聴聞の通知及 ○



条の２ び公示 条の２ び公示

第１０４ 特例取得免許 ○
条の２の の取消し、処

４ 分移送通知書

の送付、意見

の聴取の通知

及び公示並び

に他の公安委

員会への処分

通知

略 略

第１０８ 安全運転管理 略 第１０８ 安全運転管理 略

条の２ 者等講習の実 条の２ 者等講習の実

施事務、取消 施事務、取消

処分者講習の 処分者講習の

実施事務、停 実施事務、停

止処分者講習 止処分者講習

の実施事務、 の実施事務、

指定自動車教 指定自動車教

習所職員講習 習所職員講習

の実施事務、 の実施事務、

高齢者講習終 高齢者講習終

了証明書の交 了証明書の交

付、違反者講 付、違反者講

習の実施事務 習の実施事務

、特定任意講 、特定任意講

習終了証明書 習終了証明書

の交付、特定 の交付、特定

任意高齢者講 任意高齢者講

習終了証明書 習終了証明書

の交付 の交付、チャ

レンジ講習受

講結果確認書

の交付

略 略

第１０８ 違反者講習の ○ 第１０８ 違反者講習の ○
条の３の 通知 条の３の 通知

２ ２

第１０８ 若年運転者講

条の３の 習の通知 ○
３



略 略

道路交通 略 道路交通 略

法施行令 法施行令

（昭和３ 第３２条 略 （昭和３ 第３２条 略

５年政令 の２、第 ５年政令 の４、第

第２７０ ３２条の 第２７０ ３２条の

号） ３の２、 号） ５

第３２条

の５

略 略

道路交通 略 道路交通 略

法施行規 法施行規

則（昭和 第１８条 略 則（昭和 第１８条 略

３５年総 の２の３ ３５年総 の２の２

理府令第 理府令第

６０号） 略 ６０号） 略

第２６条 認知機能検査 ○ 第２６条 認知機能検査 ○
の３ の実施事務 の３ の実施事務

第２６条 運転技能検査 ○
の５ の実施事務

略 略

第３８条 初心運転者講 略 第３８条 初心運転者講 略

、第３８ 習及び若年運 、第３８ 習の通知及び

条の４、 転者講習の通 条の４ 指定自動車教

第３８条 知及び指定自 習所の指導員

の４の２ 動車教習所の 等の法定講習

の２ 指導員等の法 通知及び指定

定講習通知及 自動車教習所

び指定自動車 職員講習終了

教習所職員講 証明書の交付

習終了証明書

の交付

第３８条 運転免許取得 第３８条 運転免許取得

の４の６ 者等教育の認 の４の４ 者教育の認定

定の申請書の の申請書の受

受理及び名称 理及び名称等

等の公示、名 の公示、名称

称等の変更の 等の変更の届

届出の受理及 出の受理及び

び変更事項の 変更事項の公



公示、運転免 示、運転免許

許取得者教育 取得者教育指

指導員の名簿 導員の名簿等

等の変更の届 の変更の届出

出の受理、運 の受理、運転

転免許取得者 免許取得者教

教育を行う者 育を行う者に

に対する指導 対する指導又

又は助言及び は助言及び必

必要な報告又 要な報告又は

は資料の提出 資料の提出並

並びに自動車 びに自動車安

安全運転セン 全運転センタ

ターに対する ーに対する配

配慮要求 慮要求

略 略

運転免許 第５条、 運転免許取得 運転免許 第５条、 運転免許取得

取得者等 第６条、 者等教育の認 取得者教 第６条、 者教育の認定

教育の認 第７条 定の申請書の 育の認定 第７条 の申請書の受

定に関す 受理及び名称 に関する 理及び名称等

る規則（ 等の公示、名 規則（平 の公示、名称

平成１２ 称等の変更の 成１２年 等の変更の届

年国家公 届出の受理及 国家公安 出の受理及び

安委員会 び変更事項の 委員会規 変更事項の公

規則第４ 公示、運転免 則第４号 示、運転免許

号） 許取得者等教 ） 取得者教育指

育指導員の名 導員の名簿等

簿等の変更の の変更の届出

届出の受理、 の受理、運転

運転免許取得 免許取得者教

者等教育を行 育を行う者に

う者に対する 対する指導又

指導又は助言 は助言及び必

及び必要な報 要な報告又は

告又は資料の 資料の提出要

提出要求並び 求並びに自動

に自動車安全 車安全運転セ

運転センター ンターに対す

に対する配慮 る配慮要求

要求

略 略

山梨県道 略 山梨県道 略

路交通法 路交通法

施行細則 第６条 駐車禁止除外 ○ 施行細則 第６条 駐車禁止除外 ○



（昭和３ 指定及び標章 （昭和３ 指定及び標章

５年山梨 の交付 ５年山梨 の交付

県公安委 県公安委

員会規則 第１５条 初心運転者講 ○ 員会規則

第７号） の２ 習の実施事務 第７号）

及び通知

第１５条 若年運転者講 ○
の２の２ 習の実施事務

及び通知

第１７条 指定自動車教 略 第１７条 初心運転者講 略

習所の指導員 習の通知及び

等の法定講習 指定自動車教

通知及び指定 習所の指導員

自動車教習所 等の法定講習

職員講習終了 通知及び指定

証明書の交付 自動車教習所

職員講習終了

証明書の交付

略 略

略 略


